
一関地区広域行政組合 

一関地区広域行政組合では、新たに整備を計画している「マテリアルリサイ

クル推進施設」の整備基本計画（案）について、次のとおりパブリックコメン

トを実施いたします。 

皆様のご意見をお寄せください。 

●案  件  

マテリアルリサイクル推進施設整備基本計画（案） 

●募集期間 

令和５年６月 14 日（水）から令和５年６月 27 日（火)まで 

●意見を提出できる方対象 

一関市及び平泉町に居住または通勤・通学している人 

●意見提出方法 

ご意見は、備え付けの意見提出様式を使用いただくか任意の様式により、住

所、氏名、連絡先(電話番号など)を記入の上、郵便、持参、ＦＡＸ、電子メー

ルにより提出してください。 

（意見提出様式は組合ホームページからもダウンロードできます。） 

●意見の取り扱い 

・意見募集の終了後、組合において提出された意見について検討いたします。 

・頂いた意見の概要と回答を公表いたします。 

（個々のご意見に対し、直接回答しませんのでご了承ください。） 

●お問い合わせ・意見提出先 

 〒021-8501 一関市竹山町７番２号 一関地区広域行政組合 総務管理課 

   電話 0191-21-2111 FAX 0191-31-3224 

   電子メール somukanri@city.ichinoseki.iwate.jp

に係るパブリックコメントの実施について 

【マテリアルリサイクル推進施設について】 

 マテリアルリサイクル推進施設は、缶やペットボトルなどの資源ごみや不燃ごみ、粗大ごみの処理を

行う施設です。 

当組合では現在、一関清掃センター及び大東清掃センターの両施設を稼働しておりますが、両施設と

も稼働から 20 年以上経過しており、施設や設備の老朽化に伴う大規模な改修が必要なっているととも

に、令和４年４月１日施行の「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」によりプラスチック

資源の分別収集及び再商品化に係る措置が求められていることから、両施設を統合することとし、法令

に対応した新たな施設を整備することとしたものです。 



一関地区広域行政組合パブリックコメント意見提出様式 

案 件 又 は 条 例

(案)の名称 
マテリアルリサイクル推進施設整備基本計画（案） 

氏 名（※必須） 

住 所（※必須） 

連絡先 

（※いずれか1つ

必須） 

電 話 

ファクス 

電子メール 

意 見 ・ 提 言 の 内 容 

該当項目等 

※意見募集結果の公表の際には、ご意見の内容以外（住所、氏名等）は公表いたしません。














































































































































